
平成 24年度 南富良野町奨学資金の貸付
町（教育委員会）では、町内の高校生以上の在学者で経済的事情などにより就学困難な方に対し、予算額の範
囲内で奨学資金の貸付を行っています。
平成24年度の奨学資金の貸付については、次のとおり募集しますので、ご利用ください。

貸付条件
　�親権者もしくは、これに代わるべき方が町内に居住していること。
　�成績優秀、素行良好で学校長が推薦する方であること。
　�経済的理由により、就学が困難な方であること。

貸付金額（在学期間中）
　�高 等 学 校 生 徒　在学期間中　月額　25，000円以内　
　�専門・専修学校生　在学期間中　月額　50，000円以内
　�短 期 大 学 生　在学期間中　月額　50，000円以内　　
　�大 学 生　在学期間中　月額　50，000円以内
　※高等工業専門学校に在学する生徒にあっては、高等学校生徒および大学生に準じます。

償還方法　貸付終了の月の翌日から起算して、1年を経過した後、5年以内の償還となります。

貸付の申請
奨学資金貸付を希望される方は、「貸付申請書」に「在学学校長の推薦書」「成績証明書」「住民票抄本」を添

えて、4月20日（金）までに町教育委員会総務係まで提出してください。
　「貸付申請書」「在学学校長の推薦書」は、町教育委員会および巡回窓口車「やまびこ号」に備え付けています。
　なお、貸付にあたっては、保証人（町内に居住し、独立の生計を営む成年者2人）が必要です。
くわしくは、町教育委員会総務係（� 52‐2145）にお問い合わせください。

スポーツ安全保険に加入しましょう！
教育委員会では、町民の皆さんに安心してスポーツや社会教育活動をしていただくため、万一の事故に備えた
「スポーツ安全保険」制度の活用を勧めています。
この保険は、傷害保険と賠償責任保険などがセットになっており、スポーツ・文化・ボランティア活動などを
行う 5名以上のグループ（団体）を対象として、加入団体の管理下での活動中、または集合・解散場所への移動
中に発生した傷害が対象となります（日本国内での事故に限ります）。
保険適用期間　
平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで
加入受付期間　
平成 25 年 3 月 30 日まで（加入申込書などは、教育委員会窓口にあります）

問い合わせ先　教育委員会生涯学習係　� 52‐2145

「英会話教室」受講者募集中（中学生以上の町民の方）
　下記の各コースに分けて教室を開催します。（初級から中級程度の内容）
　コース毎にそれぞれの期限までに教育委員会生涯学習係へ電話でお申し込みください。

　■ 開催場所： 役場大会議室　　　　　 　　■ 講　　師： レベッカ・ルーマン　氏
　■ 開催時間： 午後 7時から 8時まで　　 　■ 指導助手： 葛西 道子　氏
　■ 定　　員： 20 名（最少人員 5名）　      　■ 受 講 料： 月額 1，000 円

�申し込み・問い合わせ先�　教育委員会生涯学習係　� 52‐2145

旅行編（8回開催）
①開 催 日　4月2日・9日・12日・16日
　　　　　　5月7日・14日・21日・28日
②内　　容　海外での買い物や食事など旅行先で
　　　　　　の話題を中心としたもの
③申込期限　3月 26 日（月）

トラブル編（4回開催）
①開 催 日　6月4日・11日・18日・25日
②内　　容　ケガをしたときの対処の会話、薬や
　　　　　　病院での話題を題材としたもの
③申込期限　5月 28 日（月）


